
2
9
組
の
頂 い
た
だ
きへ

９
／
２
８
　
第
２
９
回
は
ま
な
す
駅
伝
大
会

2
0
1
4

2
0
1
4

2
0
1
411

平
成
2
6
年

N
o. 5
5
9

町
民
憲
章

　
わ
た
し
た
ち
は
、
津
軽
海
峡
の
青
い
海
と
美
し
い
み
ど
り
の
丘
と
、
太
陽
に

恵
ま
れ
た
本
州
の
最
北
の
地
に
住
む
大
間
町
の
町
民
で
す
。

　
先
人
の
力
と
汗
の
偉
業
を
た
た
え
、
自
然
を
い
つ
く
し
み
、
郷
土
を
愛
し
、

自
覚
と
責
任
を
も
っ
て
、
文
化
的
で
た
く
ま
し
く
、
豊
か
で
明
る
く
、
う
る
お

い
の
あ
る
住
み
よ
い
町
に
す
る
た
め
に
こ
の
憲
章
を
定
め
実
践
し
ま
す
。

　
１
．
健
康
で
よ
く
働
く
豊
か
な
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

　
１
．
き
ま
り
を
守
り
、
明
る
く
住
み
よ
い
町
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

　
１
．
教
養
と
文
化
の
高
い
清
ら
か
な
町
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

　
１
．
互
い
に
話
し
合
う
平
和
で
な
ご
や
か
な
町
を
き
ず
き
ま
し
ょ
う
。

　
１
．
人
を
愛
し
、
ま
こ
と
を
つ
く
す
し
あ
わ
せ
な
町
に
育
て
ま
し
ょ
う
。



その他（92,995千円）（2.0%）

町税
（529,669 千円）
（11.6%）

諸収入
（236,160千円）
（5.2%）

その他
（121,497千円）
（2.7%）

町債
（127,658千円）
（2.8 %） 県支出金

（467,089千円）
（10.2%）

国庫支出金
（605,908 千円）
（13.3%）

歳入総額
45億6,668万
4千円

繰入金
（714,975千円）
（15.6%）

　自主財源
（1,602,301千円）
　（35.1%）

依存財源
（2,964,383 千円）

（64.9%）

地方交付税
（1,670,733千円）
（36.6 %）

一般会計
44億5,907万7千円　は
　どう使われたか…

町民ひとりあたりでは

　
町
の
家
計
簿
　
～
平
成
25
年
度
決
算
の
あ
ら
ま
し

　

第
３
回
大
間
町
議
会
定
例
会
（
９
月
議
会
）
に
お
い
て
、
平
成
25
年
度
の
決
算
が

認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
般
会
計
で
44
億
５
９
０
７
万
７
千
円
、
４
つ
の
特
別
会
計
で
17
億
２
８
３
５
万

８
千
円
、
企
業
会
計
（
水
道
事
業
）
で
は
１
億
９
１
６
９
万
７
千
円
と
な
り
、
決
算

総
額
63
億
７
９
１
３
万
２
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
が
納
め
た
税
金
な
ど
の
自
主
財
源
は
い
く
ら
で
、
国
か
ら
の
地
方
交
付
税

や
国
、
県
か
ら
の
支
出
金
な
ど
の
依
存
財
源
の
状
況
、
そ
の
使
わ
れ
方
を
図
表
で
あ

ら
わ
し
、
決
算
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

�
（
平
成
25
年
度
地
方
財
政
状
況
調
査
よ
り
）

一般会計歳入の内訳

使われたお金　758,475円

0

（円）
100,00050,000 150,000 200,000

総務費
民生費
衛生費

農林水産業費
土木費
消防費
教育費
商工費
その他

公債費

187,820

141,406

68,943

63,894

58,848

52,415

39,209

11,816

114,904

19,220

負担したお金　90,095円

町民税

固定資産税

たばこ税

軽自動車税

入湯税

0

（円）
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

45,516

30,305

12,421

1,702

151

※人口は平成26年３月31日現在5,879人
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議会費（63,318 千円）（1.4%）

総務費
（1,104,194千円）
（24.8%）

民生費
（831,325千円）
（18.6%）

衛生費
（675,521千円）
（15.2%）

労働費
（6,149 千円）
（0.1%）

農林水産業費
（375,636千円）
（8.4%）

商工費
（112,995 千円）
（2.5%）

土木費
（345,966千円）
（7.8%）

消防費
（308,146千円）
（6.9%）

教育費
（230,508千円）
（5.2%）

公債費
（405,319千円）
（9.1%）

歳出総額
44億5,907万
7千円

積立金
（715,965千円）
（16.1%）

人件費
（630,388千円）
（14.1%）

物件費
（515,574千円）
（11.5%）

補助費等
（864,188千円）
（19.4%）その他

（167,798千円）
（3.8%）

扶助費
（311,451千円）
（7.0%）

公債費
（405,319千円）
（9.1%）

投資的経費
（407,562千円）
（9.1%）義務的経費

（1,347,158千円）
（30.2%）　

その他の経費
（2,704,357千円）
（60.7%）

繰出金
（440,832千円）
（9.9%）

普通建設事業費
（407,562千円）
（9.1%）

性質別歳出
44億5,907万
7千円

一般会計歳出の内訳

企 業 会 計
水道事業

収益的収入及び支出
　　●収入　１億3,865万５千円
　　●支出　１億2,480万円
資本的収入及び支出
　　●収入　　　� 286万３千円
　　●支出　　　6,689万７千円

特 別 会 計

使われたお金　758,475円

0

（円）
100,00050,000 150,000 200,000

総務費
民生費
衛生費

農林水産業費
土木費
消防費
教育費
商工費
その他

公債費

187,820

141,406

68,943

63,894

58,848

52,415

39,209

11,816

114,904

19,220

歳入 国民健康保険 歳出

10億5,101万2千円 ９億8,779万7千円

歳入 後期高齢者医療 歳出

4,875万7千円 4,798万7千円

歳入 介護保険 歳出

５億859万5千円 ４億9,234万3千円

歳入 下水道事業 歳出

２億23万1千円 ２億23万1千円
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★まちのできごと★

　10月５日（日）、奥戸・材木地区において防災訓練が行われました。
　「日本海中部沖を震源とするマグニチュード７. ５の地震が発生し、大間町では震度５弱を観測。大間町全
域に大津波警報が発令され、奥戸・材木地区に２. ８ｍの津波が来襲し一部が浸水」という災害を想定した訓
練には、消防署、消防団、警察署、各種団体及び各町内会の協力を得て約300名が参加しました。
　こうした事態がいつ発生してもおかしくありません。当町においても住民の防災に対する意識向上並びに災
害時の警戒避難体制の確立を目的とし、行政と住民が一体となって災害時に対応できるよう、情報伝達訓練・
災害対策本部設置運営訓練・住民避難訓練、消火訓練など実際の災害を想定した訓練が実施されました。
　有事の際は最低限の避難用品（食料・飲料水・毛布など）の所持が必要となります。日頃から防災意識を高
め、家庭内をもう一度お確かめください。
　今後も毎年10月第１週の日曜日を『大間町防災の日』として訓練を計画的に行っていきたいと思いますの
で、町民の皆様のご協力をお願いいたします。
◆訓練項目◆
①Ｊ－ＡＬＥＲＴ訓練放送・ＮＴＴドコモエリアメール訓練発信　②災害対策本部設置・運営訓練　③避難所
開設・運営訓練　④避難・避難誘導訓練　⑤情報伝達訓練　⑥炊き出し訓練　⑦ＡＥＤ活用訓練　⑧消火訓練
⑨煙体験訓練　⑩応用搬送法訓練

平成26年度　大間町防災訓練

▲災害対策本部 ▲災害対策本部長の金澤町長

▲煙体験訓練 ▲避難する住民

▲ＡＥＤ活用訓練 ▲応用搬送法訓練

4



★まちのできごと★

　９月28日（日）、「第29回はまなす駅伝大会」が、小学校の部５チーム、初参加の大畑中学校を含める中学校
の部９チーム、一般・高校の部15チームで昨年を上回る計29チーム、209名の選手により晴天の中で開催さ
れました。
　コースは材木農村婦人の家前から大間公民館前までの全長16.57㎞。沿道からの声援を受けながら、チーム
一丸となってタスキをつなぎ、熱戦が繰り広げられました。
　結果は小学校の部では、むつ陸上クラブが昨年に続き２連覇、中学校の部もむつ陸上クラブが昨年に続き２
連覇、一般・高校の部では、陸奥はやさきランナーズが大会新記録で２年ぶりの優勝、昨年の雪辱を果たしま
した。

　９月25日（木）、大間小学校において平成26年度小・中学校道徳教育研究協議会が開催されました。
　これは、小学校及び中学校における道徳教育の充実徹底を期するため、道徳教育実施上の諸問題を研究協議
し、その解明を図り、教員の実践的指導力の向上を図るとともに、保護者や地域住民との交流を深め、相互の
理解を図ることにより、学校及び地域社会における道徳教育の一層の充実に資することを目的に開催されまし
た。
　２日目の公開授業では、１年１組「みんなが使う物」、４年１組「見えない親切」、５年２組「郷土のため
に」を主題とし、子どもたちは積極的に自分の意見を発表しました。自分の意見だけではなく、他の子の意見
も聞くことで、自他を認め、思いやりのある子ども・学級の成長に繋がります。堂々と自分の意見を発表する
という素晴らしい子どもたちの姿を見ることができました。

　９月18日（木）、総合開発センターにおいて
親子研修会が開催されました。親子研修会は
子育て支援の環境充実を目的としています。
　当日は園児82名、保護者78名が参加し、第
一部では親子レクリエーションと題し、リズ
ムダンスやゲームでふれあいを楽しみました。
第二部では保護者研修会と題し、講話や調理
実演をとおして食についてを学びました。

第29回　はまなす駅伝大会

平成26年度小・中学校道徳教育研究協議会

親子研修会

【小学校の部】
順位 チーム名 合計タイム
１位 むつ陸上クラブ絆 1:05:50
２位 奥戸チャレンジャーズ 1:06:49
３位 蛇浦小学校 1:10:34
※太字は大会新記録

【中学校の部】
順位 チーム名 合計タイム
１位 むつ陸上クラブ 1:00:51
２位 大畑中学校Ａ 1:01:50
３位 大畑中学校Ｂ 1:03:26

【一般・高校の部】
順位 チーム名 合計タイム
１位 陸奥はやさきランナーズ 0:56:54
２位 ＪＰビクトリーズ 1:02:30
３位 ちく走会プラスおう 1:03:58
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No.328

今月の
あいさつ
運動

～児童生徒をみんなで見守りましょう～
11月27日（第４木曜日）　午前７：10～７：40
＜大間地区＞ ● 大間小学校前交差点・町営住宅前交差点●大間保育園前交差点
＜奥戸地区＞ ● 電源開発奥戸分所付近
＜材木地区＞ ● 農村婦人の家前（スクールバス出発まで）

大間町学力向上研究会

　今年度９月に実施した「ノーメディア・チャレンジ」の結果の概略をお知らせいたします。

※成功率は、取り組みできた割合になります。
小1年 小2年 小3年 小4年 小5年 小6年 中1年 中2年 中3年
成功率％ 成功率％ 成功率％ 成功率％ 成功率％ 成功率％ 成功率％ 成功率％ 成功率％

①テレビは、時間を決めてみます。 ９４. ６ ８９. ２ ９０. ０ ９０. ７ ８８. ８ ８６. ３ ７８. ９ ７９. ８ ７８. ７
②ゲーム機は、時間を決めて使います。 ８７. ８ ８９. ８ ８９. ０ ８６. ０ ８６. ０ ８４. １ ７５. ２ ８５. ７ ７８. ９
③夜9時を過ぎたらゲームやメールをしません。 ９９. ０ ９４. ３ ９１. ７ ９１. ０ ７７. ９ ８０. ２ ５６. １ ４７. ５ ４９. ０

　去る９月８日（月）から９月14日（日）にかけて、大間町内各小・中学校の全児童・全生徒を対象として、
基本的生活習慣や望ましい学習習慣形成のため「ノーメディア・チャレンジ｣を実施いたしました。
　中学校の結果から、③「夜９時を過ぎたらゲームやメールをしません。」の成功率が極めて低くなっています。
　現在、子どもたちを取り巻く情報環境を考えると、コンピュータ等の活用によって大きな恩
恵を受けている反面、インターネットや携帯電話による犯罪・トラブルに被害者または加害者
として巻き込まれるケースが多発しています。子どもたちにとってインターネットや携帯電話
を上手に利用することは、非常に難しいということが言えると思います。利用の仕方を間違え
ると取り返しのつかない危険な環境におかれている現実を十分に認識し子どもたちの強い心と
意志を育んでいくために、家庭における適切な管理・監視・指導をお願いいたします。
　小学校では、②「ゲーム機は、時間を決めて使います。」の結果から、ゲーム機の自己管理に
は学年を問わずに難しさがあることがわかります。家庭では、物を買い与えることと同時に自
己管理能力を育てていただきたいと思います。そして、それが望ましい学習習慣の形成（学力の向上）につな
がると考えています。

第１回「ノーメディア・チャレンジ」の結果について

第36回大間町音楽祭
サウンドフェスタinおおま2014
主　催　大間町教育委員会
主　管　大間町音楽祭実行委員会
日　時　平成26年11月２日（日）午前９時開演
場　所　北通り総合文化センター「ウイング」
出演団体
津軽海峡海鳴り太鼓、大間保育園、うみの子保育
園、大間幼稚園、大間小学校、奥戸小学校、ヤマハ

第39回町民文化祭
「みんなで楽しもう豊かな文化」
主　催　大間町立公民館
主　管　大間町民文化祭実行委員会
日　時　平成26年11月１日（土）～２日（日）
　　　　午前10時～午後４時
場　所　大間町立公民館
内　容　�絵画、書道、写真、文芸、手工芸、茶道、

生け花、その他

音楽教室、廣谷ピアノ教室、合同吹奏楽（大間中、
奥戸中、大間高校）、コーラスグループT・O・I

Sugar Sisters
佐藤容子　氏　・佐藤寛子　氏
　・東京芸術大学院修了
　・�シュガーシスターズユニットとしてコンサート
活動を主に行っている。

　・ミリオンコンサート協会提携アーティスト
�前田拓郎　氏　東京芸術大学非常勤講師
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３年生　東京への修学旅行（8.26-29）

１年生 普通救命講習　２年生 まごころケア教室
（8.27）

１・２年生　職業･職場体験学習（8.28-29）

学びの秋　「地層見学会」（10.7）

　中学校生活の最大の楽しみ、東京への修学旅行が２学期に入ってすぐ
行われました。
☆生徒の感想から☆
・東京ドームで見た生のプロ野球はとても迫力があって凄かったです。
今回の修学旅行でプロ野球選手として働いている人たちの姿を見られ
て色々と勉強になりました。
・湯島天神にはたくさんの絵馬があっていろいろな人が合格祈願をして
いたので神様も大変だなと思いました。おみくじには「努力をすれば報われる」と書いてあったので努力をし
て志望校に合格できるように頑張りたいです。
・ディズニーでは、スプラッシュマウンテンに２時間待ちだったけど頑張って並んで乗れたし、三大マウンテ
ンも制覇したのでうれしかったです。教頭先生は、スプラッシュマウンテンに５回乗ったそうです。驚きです。

２学期に入っての主な行事について紹介します。

　大間消防署の方々を講師に迎え、
1年生は「救命救急講習」を行いま
した。生徒は緊急時における心構え
を身につけると同時に、改めて命の
大切さを学びました。署員の責任者
の方が、「奥戸中学校の生徒は、本
当に素直で一生懸命な生徒さんたちですね」と話していました。また、全
員に修了証が渡されました。
　また、大間町社会福祉協議会と大間町住民福祉課の方々を講師に迎え、

２年生が「まごころケア教室」を行いました。生徒が高齢者疑似体験を通して、高齢者の身体的･精神的特徴
を理解しながら、高齢社会や高齢者に対する関心を高めることや体が不自由な人の生活がどのようなものかを
実感し、思いやりの気持ちを育てることができました。

　１学年は「職業体験学習」として、
南畜産では牛のエサやりや清掃、鼻
環の取り付けをしました。普賢院で
は、初めての座禅で、全員25分間
やり通すことができました。また奥
戸漁協では、水槽の清掃や魚の箱詰
め、事務整理などを体験しました。
　２学年は「職場体験学習」で、次の各事業所にお世話になりました。大
間消防署、大間幼稚園、くろまつ、ヨネザワスタンド、ファミリーマート
さとう、マエダ、そばや、ハッピードラックの皆様貴重な体験ありがとう
ございました。

　今年度も電源開発の職員の協力を得て、１年生を対象とした「地層
見学会」を実施しました。野外に出て材木海岸の柱状節理や原田海岸
に見られる易国間層を実際に観察したり、昔のアンモナイトなどの化
石に触れたりしました。

奥 戸 中 学 校
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第215号

　上記３つを糖尿病の3大合併症と言います。足が
腐る、目が見えなくなる、透析が必要になる、など
全身に様々な症状を引き起こします。

　糖尿病は、血糖値を下げる役割のある「インスリン」
が少なかったり、効きが悪くなったりすることで発症す
る病気です。
　世界では、糖尿病が原因で死亡する人は8秒に1人
いる、と言われています。(日本糖尿病学会)

　大間町は糖尿病の有病率が高いという特徴があり、
町民みんなで考えていく必要があります。

　予防には食事と運動、両方
の取組が大切です。今月は、
その中でも「低カロリーな食
生活」のポイントをお教えしま
す。

①神経障害

•カロリーハーフのマヨ
ネーズやポン酢など、
低カロリーなものを活
用しましょう。

•煮物や蒸し料理な
ど、油を使った料
理は控えましょう。

•鶏肉は比較的カロ
リーが低いです。また、
蒸す、ゆでる方法はカ
ロリーを抑えることが
できます。

•サバやイワシなど
の青魚の脂は、悪
玉(LDL)コレステ
ロールの増加を予
防します。

肉よりも
魚を中心
とした食
事に

肉は脂
肪の少な
い部分を
選ぶ

タレなど
のエネル
ギーにも
注意

油を使っ
た料理は
１品以内

に

②網膜症 ③腎透析

出来ることから
始めよう♪

☆11月14日（金）は「世界糖尿病デー」 ☆糖尿病は怖い？

☆生活を見直そう

担当 ：藤巻保健師

サロンぬくもり
日　時　11月4日（火）
時　間　13：00～15：00
場　所　大間公民館
　お茶を飲みながら、傾聴ボランティアさんと
楽しくおしゃべりしませんか？

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

肺炎球菌ワクチンヒブワクチン予防接種
日　時　11月19日（水）
対象者　肺炎球菌・ヒブ
　　　　平成21年11月20日～平成26年9月19日生
場　所　大間病院外来

11月の保健行事

※�乳幼児の健診および予防接種は対象者に個別通知します。

５歳児健康相談
日　時　11月28日(金)
対象者　平成21年10月～11月生
場　所　総合開発センター

乳児健康診査
日　時　11月17日（月）
対象者　平成26年2月～４月生
場　所　総合開発センター

　平成７年４月２日～平成８年４月１日生まれ（19歳となる者）、平成８年４月２日～平成９年４月１日生ま
れ（18歳となる者）であって、日本脳炎第２期予防接種がお済でない方は、公費負担で接種できます。
　期限は平成27年３月31日までとなっておりますので、希望される方は住民福祉課保健師までお申し込みく
ださい。
問　住民福祉課　☎３７－２１１１（内線21・22）

日本脳炎第２期の予防接種について

四種混合ワクチン
ＢＣＧ予防接種

日　時　11月5日（水）
対象者　四種混合ワクチン
　　　　平成19年5月6日～平成26年8月5日生
　　　　ＢＣＧ
　　　　平成25年11月6日～平成26年6月5日生
場　所　大間病院外来
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大間病院からのお知らせ

【インフルエンザ予防接種について】
　大間病院では、平成26年度「インフルエンザ予防接種」を下記により実施いたします。

【接種期間】　平成26年11月１日～平成27年１月31日
　　　　　　（月曜から金曜の８時15分から11時30分までに病院窓口で受付してください。）
【接種場所】　大間病院外来　
【接種対象者】　全ての接種希望者対象です。
【接種料金】��・一　般　（下記に該当しない方）　3,500円（税込）
　　　　　 ��・小　児　（満12歳までの方）　　　　���０円（全額町で助成）
　��　　　　　�２回接種法となります。（第１回目接種日から２～４週間後を目安に第２回目の接種を受けてく

ださい。）
　　　　　 �・町内小中学校及び幼稚園、保育園等の児童、生徒（申込者）　　　０円（全額町で助成）
　　　　　 　日程については決定しだい学校等を介し、お知らせいたします。
　　　　　　 ※�今年度から諸事情により学校等に訪問し接種することができませんので、ご理解頂けますよ

うよろしくお願いいたします。
　　　　　 �・高校生　　　　2,000円（税込）大間町に住所を有し、高校に在籍している方
　　　　　 �・高齢者　　　　2,000円（税込）　（生活保護世帯は、０円）
　��　　　　（�65歳以上の方及び60歳～64歳の方で心臓、腎臓、呼吸器等の障害を有する方で、大間町在住

の方）
　　　　　　　病院窓口において、お申し込み及び負担金のお支払いをしていただきます。
　　　　　　�　接種希望日に直接病院へ来院していただければ、お申し込み、接種、負担金のお支払いが全て

病院内でできますので、お間違えのないようお願いいたします。
　　　　　　　また、高齢者におかれましても実施期間外の接種は「一般」扱いとなります。
　��　　　　※ご自分が高齢者に該当するかどうかは、住民福祉課、または病院医事係へご確認ください。
【その他】　乳幼児の方で、集団接種（保育園・幼稚園）に申し込まない方も、母子手帳を持参してください。
【お問合せ】　ご不明な点などは、下記にお問合せください。
　・お申し込みや料金についてのお問合せ　大間病院　　医事係　　☎37ー2105
　・ワクチン接種要領についてのお問合せ　大間病院　　外来直通　☎37ー3103
　・問合せ時間　８：15～16：00まで

≪子ども≫≪高齢者≫季節性インフルエンザ予防接種の費用を助成します。
　町では季節性インフルエンザの予防接種費用を助成いたします。助成を希望する方は、下記期間内に接種を
受けてください。

☆助成対象期間；平成26年11月１日～平成27年１月31日
☆接種対象者と助成金額；大間町に住所があり、以下に当てはまる方

対象年齢 自己負担額
乳幼児（生後６か月～小学校入学前） 無料
幼稚園・保育園児および小・中学生 無料
高校生 2,000円
①65歳以上の方
②�60 ～ 64歳で心臓、腎臓、呼吸器の障がいのあ
る方（身体障がい者手帳１級程度の方）

2,000円
（生活保護世帯は無料）

上記以外の一般の方 全額自己負担
☆接　種　場　所；大間病院　外来
☆注　　　　　意；
　　①�幼稚園児、保育園児、小中学生については、これまで各施設で予防接種を行っていましたが、今年は、

病院での集団接種となりますので、園や学校から配布される申込用紙で日程をご確認ください。
　　②アレルギー疾患等の理由により大間病院で接種できない方は、住民福祉課までご連絡ください。
問　住民福祉課　37－2111（内線21・22）
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病院だより

インフルエンザに関して(感染対策・迅速検査・治療に関して)

Ｎｏ.２０１ 大間病院内科医長　今井　悠

【感染対策】ぜひ町や村の予防接種を受けてください。予防接種は100％インフルエンザにかからないことを
保障しませんが、症状軽減が期待できます。予防接種をする人が増えると集団免疫（感染が流行しづらくなる
こと）も期待できます。北通り３カ町村の接種率をあげることでインフルエンザ流行の可能性を減らすことが
できると思います。流行期の対策は最低１メートル以上の距離感を保つこと（隔離場所などの患者間距離）、
症状がある方のマスク着用、本人・周囲の手洗い、適度な加湿です。対策を徹底してください。
【迅速検査】100％の検査は存在しません。100％に近い検査は妊娠４～５週頃の妊娠反応検査ですが、イン
フルエンザ迅速検査は物凄く出来が悪く、流行期の検査陰性がインフルエンザウイルス感染ではないとは口が
裂けても言えません。流行期における典型的なインフルエンザ症状がある方の検査陰性者の半分くらいは、実
はインフルエンザ感染です。よって、流行期に検査をする意味は感染しているかどうかの判定に関してはない
に等しく、症状からインフルエンザと考えることが良いと思われます。当院では今年度、各教育・介護施設
へインフルエンザ対応について指導しました。流行期に疑わしきは検査陰性でもインフルエンザと診断する
ことが多いこと（つまり検査しなくても状況によりインフルエンザと診断する）、流行前期においても検査で
100％白黒つけることは無理であること、最も大事なことは症状の経過観察と周囲への感染対策であることを
皆様もご理解ください。
【治療】インフルエンザは自然に良くなる（薬を使用しなくても治る）のが普通です。最初インフルエンザと
診断されたのに良くならない時は他の発熱疾患ではないのか、インフルエンザ後の肺炎ではないのか等を十分
に検討しなければなりません。薬は全例に必要ではなく、医師が必要と考えた場合（副作用が起こるかもしれ
ないが、薬の使用により患者や家族が良い方向に向くと考えられた時）に投薬します。全例投与してしまうと
薬がなくても自然に治ると予想されるのに、使用した薬による弊害が起こらないかの経過観察が必要となりま
す。抗インフルエンザウイルス薬はウイルスを殺しません。ウイルスの増殖を（原則発症後48時間以内に投
与することで）抑えるだけです。一般的には抗ウイルス薬投与により１日程度発熱期間を短くします。ここで
考えて戴きたいことは副作用です。以前タミフルを服用した患者が異常行動を起こし死亡したことが話題とな
りました。薬には多かれ少なかれ副作用があることを忘れてはいけません。タミフル以外の薬（吸入薬・点滴
薬）も同様です。抗インフルエンザ薬使用にあたっては話合いが必要です。
　多くは①か②のどちらかと思われます。
　①副作用発生を十分に警戒できるから１日解熱を早めてくれる薬を使用
　②１日解熱を早めるくらいなら副作用発生を心配する必要がある薬を使用しない
　私自身は、抗インフルエンザ薬投与が推奨される以外の患者には原則、抗インフルエンザ薬を使用しなくて
も良いと考えています。ちなみに抗インフルエンザ薬に対する患者や医師の過度な期待もあるのか、日本では
世界にあるタミフルのうち７割が使用されています。

『TUNAGU(繋ぐ)パートナーシッ
プ事業』にご協力ください

一人暮らし高齢者新年会のお知らせ

　下記日程で、『お達者新年会』を開催いたします。
新年に集まって楽しい時間を過ごしませんか？一人
暮らしをしている65歳以上の方が参加できます。対
象になる方には、社会福祉協議会の調査員が、ちら
しをお届けに伺いますので、参加を希望する方はお
伝えください。
日　程　平成27年１月30日（金）大間地区の方
　　　　平成27年２月６日（金）奥戸･材木地区の方
時　間　午前10時～午後１時
場　所　総合開発センター　※送迎バスあります
参加費　無料
内　容　�健康相談・健康のお話し・レクリエーショ

ン・昼食会
問合先　役場住民福祉課　竹内　３７－２１１１
　　　　社会福祉協議会　紀伊　３７－４５５８
　　　　地域包括支援センターくろまつ

　　　　　納谷　３７－５１１３

　食生活改善推進員協議会では、標
記事業を実施いたします。この事業
は、日本一の長寿県の長野県で実施
されている、「家庭訪問によるみそ
汁の塩分測定」を行うものです。今
年度は全国の食生活改善推進協議会
で実施する事になりました。
　大間町でも、減塩・あと一皿の野菜メニューの普
及を通して健康づくりにつなげるため、食改の会員
が家庭訪問をさせていただきたいと思います。11月

から１月末ころまで実施します。依
頼があった方は、ご協力よろしくお
願いいたします。また、是非ご家庭
のみそ汁の塩分を測って欲しいとい
う方は、住民福祉課保健師まで、お
知らせください。
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問　住民福祉課　☎37－2111（内線23）

平成2 7年度保育所入所児童募集

保育所徴収金基準表(平成2 6年度）

受付期間　　平成26年12月１日（月）～平成26年12月26日（金）まで
受付場所　　大間町役場　住民福祉課
提出書類　　１保育所入所申込書　　２家庭状況調書　　３就労証明書（源泉徴収票でも可）
　　　　　　４両親の所得税のわかるもの
　　　　〇給与所得者　平成25年分源泉徴収票の写し　〇確定申告者　平成25年分確定申告書の写し
　　　　〇事業所得者　平成25年分確定申告書の写し　〇所得税が０円の場合は平成26年度所得課税証明書
・入所定員
①うみの子保育園（90名） 保育時間
　　０歳児（生後６ヶ月から～１歳未満）� ・・５名
　　１歳児� �・・10名
　　２歳児� �・・15名
　　３・４・５歳児� ・・各20名

・月～土　　８：00～ 16：00
・特別保育　７：40～ 17：30
※３歳児以上は通園バス利用可

②大間保育園（60名） 保育時間
　１・２歳児・・・・・18名
　３・４・５歳児・・・42名

・月～土　　８：00～ 16：00
・特別保育　７：40～ 17：30

・保育園へ入園出来る基準
　保育園へ入園出来る児童は、両親が次のいずれかの事情により、児童を保育出来ないと認められる場合で、
かつ同居の親族その他の者がその児童の保育をすることができないと認められる場合です。
（１）家庭外労働　　児童の親が家庭の外で仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合
（２）家庭内労働　　�児童の親が家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をすることが普通なので、その

児童の保育ができない場合
（３）母親の出産等　�親が出産の前後、病気、負傷、心身に障害があったりするので、その児童の保育ができ

ない場合
（４）病人の看護等　�その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人があるため親がいつもその

看護にあたっており、その児童の保育ができない場合
（５）家庭の災害　　�火災や、風水害、地震などの不幸があり、その家庭を失ったり、破損したためその復旧

の間、児童の保育ができない場合
〇入所の決定及び保育料
　入所の決定は、児童の家庭状況を聴取、実態調査をし決定します。その後、児童世帯の課税状況及び年齢に
より大間町保育所設置条例施行規則により保育料を決定します。

〇�平成26年度の保育所徴収金基準表を記載します。なお、平成27年度の保育料は改正される場合もありま
すので、参考資料としてご覧ください。

各月初日に入所児童の属する世帯の階層区分 徴収基準額（月額）
階層区分 定　　　　　　　　義 ３歳未満児 ３歳以上児

第１階層 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む） 0 円 0 円
0 円 0 円

第２階層
第１階層及び第４階層から第７階層を除き、
前年分の市町村民税の額の区分が次の区分に
該当する世帯

市町村民税非課税世帯
母子・父子 � 0 円 母子・父子 � 0 円

6,200 円 4,200 円
9,000 円 6,000 円

第３階層 市町村民税課税世帯
母子・父子�10,000 円 母子・父子 � 8,400 円

13,100 円 11,300 円
19,500 円 16,500 円

第４階層

第１階層を除き、前年分の所得税課税世帯で
あって、その所得税の額の区分が次の区分に
該当する世帯

40,000 円未満 22,500 円 20,200
（保育単価限度）

円

30,000 円 27,000 円

第５階層
40,000 円以上 30,200 円 28,300

（保育単価限度）
円

103,000 円未満 44,500 円 41,500 円

第６階層
103,000 円以上 36,000 円 34,300

（保育単価限度）
円

413,000 円未満 61,000 円 58,000 円

第７階層
413,000 円以上 42,800

（保育単価限度）
円 40,000

（保育単価限度）
円

734,000 円未満 80,000 円 77,000 円

第８階層
53,600
（保育単価限度）

円 52,100
（保育単価限度）

円
734,000 円以上

104,000 円 101,000 円
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生活整備課から水道の漏水についてのお知らせ
＊宅地内の水道の漏水について～漏水は身近な問題です！
　漏水は貴重な水資源の損失であるばかりでなく、宅地内の地面の陥没や建物への浸水など、二次的災害をも
たらす危険性もあります。また、漏水がある場合、そのままにしておきますと使用水量が多くなり、高額の料
金を支払うことになりかねません。
　町では毎月の水道メータ検針の際に、使用水量が倍になったり、メータが動いていないなどの異常水量が認
められた場合、ご家庭を訪問し、状況確認・再検針を行っておりますが、一般検針では常に各家庭の漏水を確
認することはできません。
　そこで、いつもより水量が多いなと思われたら（漏水の心配があるときは）、次の箇所を点検してください。
　・蛇口：ポタポタと水が漏れる。蛇口に耳をあてるとシューと音がする。
　・水抜き栓：ハンドルが半開きになっていないか。（半開きの場合は全開にすること）
　・水洗トイレ：使っていないのに便器の水がゆれている。（水漏れの場合はタンク用止水栓で水を止める）
　・ボイラー：配管から水が流れる音がする。
　使用水量がいつもより著しく多くなったが、漏水の確認ができない場合は下記担当までお問合せください。
※担当による漏水確認は掘削を伴わない目視等による確認のため、漏水場所を特定するものではありません。

＊宅地内の漏水修理について～漏水が見つかったら！
�　水道メータから道路側の漏水については町が施工しますが、宅地内の水道メータから蛇口までの漏水は、
使用者が直接水道工事店へ修理依頼
し、使用者負担により施工すること
になります。
　アパートなどの共同住宅の場合は、
建物の所有者、管理者にご連絡くだ
さい。
　なお、漏水の事実が判明し、速や
かに漏水の修理を行っていただいた
後、水道料金を一部減額できる場合
がありますので、担当までお知らせ
ください。
　最近の傾向から、築年数が経過し、
宅内の配管劣化による漏水が多く発
生していますが、一箇所漏水を修理
すると、漏水により落ちていた水圧
が戻り、別の劣化した管で新たな漏
水が起きるケースが目立ちます。
　一箇所漏水が発見された場合、他の宅内の配管も点検していただくことをお勧めします。
問　生活整備課上水道係　☎37－2111（内線32・33）

２つの給付金　申請期限の延長について
　　現在、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の申請書を受付けておりますが、申請期限を下記の
とおり延長しますので、申請書を未提出の方は下記、期日まで必ず申請を済ませるようお願いいたします。
　なお、申請書は、対象になると思われる方に送付済みですが、申請書を紛失した場合は、住民福祉課で再発
行いたしますので、ご連絡ください。

【申請締切日】　平成27年1月16日（金）　郵送の場合は当日消印有効
【申請書提出の際の注意点】
　○臨時福祉給付金の場合
　　�　申請書、本人確認書類の写し（受給者全員分の保険証、免許証など）、預貯金通帳の写し（口座番号・

名義人が分かる部分）、※加算対象者は、年金改定通知書の写し、児童扶養手当、特別児童扶養手当、障
害児福祉手当、特別障害者手当、経過福祉手当等の受給を証明する写しもあわせて提出してください。

　○子育て世帯臨時特例給付金の場合　
　　�　申請書、本人確認書類の写し（保険証、免許証など）、預貯金通帳の写し（口座番号・名義人が分かる

部分）を提出してください。
問　住民福祉課　☎37－2111（内線23）

12



はじめに…�財政健全化法の規定により、大間町の平成25年度決算に基づき、５つの指標「健全化判断比率及
び資金不足比率」を算定し、財政（経営）の健全度をチェックするものです。

　　　　　�　この指標が財政（経営）状況の悪化に伴い、「早期（経営）健全化基準」（イエローカード）を超え
ると「早期（経営）健全化団体」となり、議会の議決を経て「財政（経営）健全化計画」を策定し、
財政（経営）の早期健全化に取り組むこととなります。また、財政状況のさらなる悪化により、「財
政再生基準」（レッドカード）を超えると「財政再生団体」となり、国や県の強力な関与の下で確実
な財政再建を実行するため、議会の議決を経て「財政再生計画」を策定し、財政の再生に取り組む
こととなります。

　　　　　　以下、「健全化判断比率等」の概要を示しながら、大間町の指標をお知らせします。
【健全化判断比率】とは、
　その団体の財政の健全度を公営企業会計や一部事務組合、第３セクター等を含めて示すものです。その比率
は４つ（①実質赤字比率　②連結実質赤字比率　③実質公債費比率　④将来負担比率）の指標で示されます。
…「早期健全化基準」「財政再生基準」が定められています。
【⑤資金不足比率】とは、
　水道事業，下水道事業などの公営企業ごとに、資金不足額（赤字の額）がどの程度あるかを示すものです。
…「経営健全化基準」が定められています。
５つの指標
①実質赤字比率～一般会計の健全（深刻）度を示すもの
　福祉、教育、まちづくりなど、どの団体でも普遍的に行う事業をまとめた「一般会計」の赤字の程度を指標
化し、財政運営の深刻度を示します。
平成25年度大間町の実質赤字比率 △４．８％
＊指標基準…「早期健全化基準　15.0％」「財政再生基準　20.0％」
＊黒字の場合は、負の値で表示。
②連結実質赤字比率～その団体全体の健全（深刻）度を示すもの
　全ての会計の赤字や黒字を連結（合算）し、大間町全体としての赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度
を示します。
平成25年度大間町の連結実質赤字比率 △１３．９％
＊指標基準…「早期健全化基準　20.0％」「財政再生基準　30.0％」
＊黒字の場合は、負の値で表示。
③実質公債費比率～その団体全体の借入金返済の度合いを示すもの
　借入金の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。
平成25年度大間町の実質公債費比率 １２．３％
平成25年度大間町の実質公債費比率� 12.3％
＊指標基準…「早期健全化基準　25.0％」「財政再生基準　35.0％」
④将来負担比率～一般会計が将来負担すべき総額の割合を示すもの
　一般会計の地方債の返済や将来支払う可能性のある負担等の、現時点での残高の程度を指標化し、将来の財
政を圧迫する可能性を示します。
平成25年度大間町の将来負担比率 △２．２％

＊指標基準…「早期健全化基準　350.0％」
⑤資金不足比率～公営企業会計ごとの健全（深刻）度を示すもの
　公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度
を示します。
平成25年度大間町水道事業会計の資金不足比率 ０．０％
平成25年度大間町下水道事業特別会計の資金不足比率 ０．０％
＊指標基準…「経営健全化基準　20.0％」
おわりに…�大間町の財政の健全度は、指標基準を下回っていますので、おおむね良好と判断できます。しか

し、今後も社会情勢や経済状況等は、めまぐるしく変化するものと推測されることから、財政運営
については、常に指標の要因分析を実施し更なる健全化に努めるものとします。

障害に関する相談所の開設について（大間町相談支援事業実施の日程について）
◎�相談支援事業とは、障害のある人の福祉に関する様々な問題について、障害のある人等からの相談に応じ、
必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援助も行います。
　11月の日程は下記のとおりです。
　日　時：平成26年11月19日（水）午後１時～午後２時
　場　所：大間町社会福祉協議会
　　　　　�　むつ市障害者相談事業所の相談員の方々が相談や助言を行います。身近にある些細なことでもお

気軽にご相談ください。
　※混み合う場合がありますので、事前に連絡くださるようお願いいたします。
問　住民福祉課　☎37－2111（内線23）

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、
大間町の財政の健全度を指標として公表します。
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一部事務組合下北医療センタ－の決算及び資金不足比率について
　平成26年９月22日開催の一部事務組合下北医療センター議会第123回定例会において認定された平成25年
度決算及び資金不足比率をお知らせします。
◆平成25年度決算

施設名 収益 費用 純損益 不良債務
（資金不足額）不良債務比率

下北医療センター 12,132,164 12,188,280 △�56,116 686,694 7.0%
むつ総合病院 9,420,399 9,955,404 △�535,005 △�533,837 －
むつリハビリテーション病院 13,731 48,372 △�34,641 △�57,714 　
川内診療所 639,779 427,388 212,391 △�32,212 －
大畑診療所 151,430 160,763 △�9,333 1,292,836 　
脇野沢診療所 590,599 327,407 263,192 151,954 114.3%
大間病院 975,799 899,413 76,386 △�206,442 －
風間浦診療所 78,933 142,288 △�63,355 97,727 　
佐井地区診療所 114,801 87,179 27,622 △�9,872 －
東通地区診療所 77,000 77,000 0 △�530 　
事業本部事務局 69,693 63,066 6,627 △�15,216 －

※不良債務とは、一般会計の実質赤字とほぼ同じ意味です。
※�不良債務比率は、医業収益に占める不良債務の割合です。むつリハビリテーション病院、大畑診療所、風間浦診療所及び東
通地区診療所は、利用料金制による指定管理者制度を導入しているため不良債務比率の算定の対象から除外しています。

　◎用語解説
　　企業債・・・・・・・施設の建設や改良、医療機器等購入のため国や銀行から借り入れるお金のことです。
　　負担金・補助金・・・市町村が国が定めた基準等に従って負担するお金や、国や県から補助されるお金のことです。
　　建設改良費・・・・・施設の建設や改良、医療機器等の購入経費のことです。
　　企業債償還金・・・・企業債として借り入れたお金の返済（元金）のことです。家計に例えるとローン返済のことです。
　　投資・・・・・・・・出資金や基金の積み立てに要する経費のことです。下北医療センターにおいては看護師確保のために
　　　　　　　　　　　　行なっている修学資金貸与に要する経費となっています。　　　　　　　　　　　　
　　補塡財源・・・・・・収支不足分を補う財源のことです。財源がなければ一時借入金（借金）をすることになります。

給与費 5,954,067千円 48.9%

入院収益 5,639,800千円

46.5%

材料費

2,737,707千円 22.5%

外来収益 3,565,157千円

29.4%

経費

1,463,262千円 12.0%

市町村繰入金

2,176,086千円 17.9%

減価償却費

628,925千円 5.1%

補助金

330,362千円 2.7%

その他

1,404,319千円 11.5%

その他 420,759千円 3.5%収益的収支の状況

支出 12,188,280千円

収入 12,132,164千円 45.8%

27.8%
23.6%

純損失

56,116千円

建設改良費 1,106,454千円

54.6%

企業債 855,300千円 52.2%

企業債償還金 894,098千円

44.1%

負担金 575,098円 35.1%

投資 27,250千円 1.3%

補助金 202,167千円 12.3%

その他 6,050千円 0.4% 

資本的収支の状況収入 1,638,615千円

内部留保資金 389,187千円

支出 2,027,802千円

補塡財源

389,187千円
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◆資金不足比率（財政健全化法に基づく）

比　　率　　名 平成25年度
（決算値）

平成25年度
（計画値） 経営健全化基準 　　　　　　　　 資金の不足額　

資金不足比率＝
　　　　　　　　 事業の規模　資金不足比率 6.1% 5.8% 20.0%

　下北医療センターでは平成25年度において、残った資金不足を解消すべく、資金不足等解消計画を
策定しました。平成25年度決算においては計画値どおりとはならなかったものの、大幅な縮減を図り
ました。

○資金不足比率とは・・・公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入と比較して指標化し、
������������������������������　　経営状況の悪化度を示すものです。

○資金不足額とは・・・・次の計算式により積算します。
　　　　　　　　　　　　資金不足額（法適用企業）＝（流動負債　＋　建設改良費等以外の経費の財源に充
　　　　　　　　　　　　てるために起こした地方債の現在高　－　流動資産）　－　解消可能資金不足額

　※解消可能資金不足額：事業の性質上、事業開始後一定期間において、構造的に資金の不足額が生じる等の
　　　　　　　　　　　　事情がある場合、資金の不足額から控除する一定の額

○事業の規模とは・・・・次の計算式により積算します。
　　　　　　　　　　　　事業の規模（法適用企業）＝�医業収益（入院・外来収益など）の額　－　受託工事
　　　　　　　　　　　　収益の額　

病院・診療所の運営負担金等
2,131,172千円

76.6%

650,000千円
23.4%

むつ市 2,261,646千円

81.3%

大間町 241,298千円

8.7%

東通村 98,561千円

3.5%

風間浦村 101,436千円

3.7%

佐井村 78,231千円
2.8%

市町村繰入金の状況

総額

2,781,172千円

不良債務
解消分

市町村繰入金総額 2,781,172千円

＜内訳＞
・収益的収支の市町村繰入金

2,176,086千円

・資本的収支の負担金

575,098千円

・資本的収支の補助金のうち

29,988千円

60.4 

51.8 
45.1 

35.5 

28.2 

14.6 6.1 

0

20

40

60

80

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

資金不足比率の推移 

経営健全化基準ライン(20%) 

（単位：％） 
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国民年金はあなたの味方です
　日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方には、「国民年金に加入して保険料を納めることが」法律で義
務づけられています。「年金なんて・・・」と思われるかもしれませんが、国民年金は、老後だけでなく、安心
でお得な現役世代の強い味方です。

国民年金が安心な理由
□国民年金は国が運営
●国が責任をもって運営しているので安心です。
●�基礎年金支給額の２分の１は国が負担しています。（未納のままですと、この国庫負担分も含めて受給できま
せん）

国民年金がお得な理由
□�老後を支える終身保障です
●老後の給付（老齢基礎年金）は、終身で受け取れる一生涯の保障です。
□�万が一の時も補償されます。
●�けがや病気などが原因で一定の障害が残ったときには「障害基礎年金」が、死亡したときには残された家族
に「遺族基礎年金」が支給されるなど、現役世代の保障も充実しています。
□�社会保険料控除が受けられます。
●納めた保険料の全額が所得から控除されます。
□�年金を受け取る条件が緩和されます
●�保険料を40年納めることが原則ですが、万が一、納めることができなかった場合でも、25年あれば必要な
期間（※１）を満たすことができます。
さらに、この期間が10年に短縮されます。[平成27年10月施行予定（※２）]
※１　老後の年金を受け取るのに必要な期間（納付や免除等の期間）です。
※２　税制抜本改革の施工時期（消費税10％引上げ時期）にあわせて施行される予定です。

納め方も選べて便利
①金融機関、郵便局、コンビニの窓口、ＡＴＭでの納付
　日本年金機構からお送りしている納付書を使って、各窓口で納める方法です。
②電子納付
　インターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキングで納める方法です。
③口座振替
　口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐことができます。
④クレジットカード納付
　クレジットカードにより定期的に納める方法です。
＊過去の納め忘れの保険料については、①または②の方法をご利用ください。

保険料が割引されてお得！
●まとめて前払い（前納）すると、保険料が割引されます。
　例）２年前納→２年で　14,800円の割引
　　　１年前納→１年で　 �3,840円の割引［平成26年度額］
※１ヶ月の国民年金保険料額　15,250円（定額保険料）

国民年金は終身保障などの利点があります

国民年金 民間の個人年金

加入 ・�国民の義務として日本に居住する20歳～
60歳の全ての人が加入 ・個人が自由意思で加入

給付の特徴
・�物価の上昇などに合わせて給付額が引き上
げられ、将来に渡って実質的な価値を保障

・給付は終身、一定限度額で非課税

・�自分が積み立てた保険料およびその運用益
の範囲で給付・基本的には給付は有期、課
税対象

給付の種類 ・老齢、障害、死亡（遺族）の全てをカバー ・各個人が選択した種類のリスクをカバー

運営
・�国により運営されており、基礎年金支給額
１／２と運営事務に要する費用の多くを国
が負担

・�民間の保険会社が加入者から集めた保険料
により、自社の経営に必要な諸経費も含め
て運営

負担の減免
・�支払った保険料の全額が、所得から控除
・�生活が苦しい場合には、一定の条件で保険
料を免除

・�支払った保険料は、一定額まで所得から控
除

問　むつ年金事務所　国民年金課　☎２２－２２７８
　　大間町役場　　　住民福祉課　☎３７－２１１１
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血液センターによる献血が実施されます!!

第６６回人権週間　特設人権相談所の開設について

eLTAX（エルタックス）についてのお知らせ

三沢基地内大学就学者募集

　今年度も赤十字血液センターによる献血が行われます。
　今、全国的に輸血に必要な血液が不足しております。そのためには皆様のご協力が必要となりますので、一
人でも多くの方を助けるためにも、何卒よろしくお願いいたします。
　なお、今回の献血日程は以下のとおりとなっております。
　　　　日　時　：　11月26日（水）　９：30～
　　　　場　所　：　��９：30～12：00　大間町役場前
　　　　　　　　　　13：15～16：00　大間病院前
　ご不明な点等がございましたら、住民福祉課までご連絡ください。
問　住民福祉課　☎37－2111（内線25）

　人権に対する困りごとや心配ごとの相談所を下記の日程で開設します。相談は無料ですのでお気軽に御相談
ください。また、相談内容の秘密は固く守られます。
１．相談所開設日時　　12月２日（火）　午前10時～午後３時
２．相談所開設場所　　大間町立大間公民館　２階
３．相　談　内　容　　�親子、夫婦、扶養、相続、借地、借家、名誉、信用、差別、虐待、いじめ、体罰など

の人権問題の相談内容となります。
　※大間町人権擁護委員（古川一男氏・佐々木眞萠氏・目時浩美氏・大場弘子氏）
問　住民福祉課　☎37－2111（内線26）

　青森県では、地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム（通称eLTAX：エルタックス）を利
用して、インターネットによる法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の申告の受付を行っています。
電子申告の概要
１　利用できる手続
　　法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の申告手続をすることができます。
２　eLTAXの特徴
　�　無料で配布されるeLTAX専用ソフト「PCdesk」で、申告書を簡単に作成することができます。作成した
申告書は、地域県民局県税部に持参したり、郵送したりしなくても自宅やオフィスのパソコンから申告で
き、複数の地方公共団体への申告をまとめて一度に送信することもできます。
３　利用するには…
　　利用するには、eLTAXホームページで利用届出を行ってください。
　�　初めてeLTAXをご利用される場合は、あらかじめ「電子証明書」を取得していただだく必要があります。
ただし、税理士に申告書等の作成・送信を依頼している納税者につきましては、不要となります。
　�　また、新規の利用届出が完了すると、ホームページ上で利用者IDが発行されますが、利用者IDが有効に
なるまでに数日程度の時間がかかります。
　　詳しくは、eLTAXホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。
問　下北地域県民局県税部　課税課　☎22－8581（内線207）

　三沢基地内大学とは・・・
　米軍三沢基地の中にある大学のことです。短期大学から大学院まで４つの大学があり、いずれもアメリカ国
内で定評のある大学です。平成２年から日本人就学者の受入を開始しており、これまで500名以上の方が就学
し、60名以上の方が米国の学位を取得して卒業しています。授業の多くは夕方16時40分以降に開講され、す
べて英語で行われます。また、通信講座の授業の場合、受講生の生活に合わせた時間に勉強することも可能で
す。
　卒業すると米国本土で公認されている準学士号、学士号、修士号が与えられます。
　☆三沢基地内大学説明会開催☆
　三沢基地内大学への就学をお考えの方、ご興味のある方はぜひ一度説明会にご参加ください。大学担当者に
よる各大学概要説明、現役就学生及び卒業生によるパネルディスカッションなど、三沢基地内大学について
知っていただくことができます。
　皆様のご参加をお待ちしています！！
　◆日時：平成26年11月15日（土）13：00～16：00
　◆場所：三沢市公会堂「第８集会室」※三沢市役所の前です。
　◆申込：「お名前･ご住所･お電話番号･希望大学」を郵便･ＦＡＸ･メールのいずれかでお知らせください。
　　　　　その際「三沢基地内大学説明会参加希望」とお書き添えください。
問　（公財）青森県国際交流協会　担当：長尾　☎017－735－2221　FAX017－735－2252　
　　　E-mail：�info@kokusai-koryu.jp���URL：�http://www.kokusai-koryu.jp/
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労働保険の手続きはおすみですか？
　労働者を一人でも雇っている場合（農林水産業の一
部を除く。）は労働保険（労災保険・雇用保険）に加
入する義務があります。（手続きを行わない場合、職権
により強制適用されることがあります。）
◯�労災保険：�業務災害及び通勤災害により負傷等を

した場合、必要な保険給付を行います。
◯�雇用保険：�労働者が失業した場合、生活安定及び

再就職促進のため必要な失業給付を行
います。

労 働 保 険 の 手 続 は お 早 め に ！
問　ハローワークむつ　☎２２－１３３１

■日時　平成27年１月19日（月）～１月29日（木）
■場所　青森市、むつ市、弘前市、五所川原市、八戸市
■料金　配管工認定講習　　　　７，000円
　　　　責任技術者更新講習　　７，000円
　　　　配管工更新講習　　　　５，000円
� （振込手数料除く）
■申込受付　平成26年11月13日（木）～
　　　　　　12月２日（火）（土・日・祝日を除く）
　生活整備課で申込書を配布・受付します。
　※各会場で講習の日程が異なりますので、お問合わ
せください。
問　生活整備課　☎37－2111（内線33）

１１月は「労働保険適用促進強化期間」排水設備工事配管工認定講習
責任技術者・配管工更新講習

　国が実施している地デジ難視対策のための各種支援
制度は、平成27年３月末をもって終了します。期限
までに地デジ対策工事を完了するためには、遅くとも
本年12月中の申込みが必要です。特に積雪地域では
積雪の影響から冬期間工事が出来ませんので、早めの
申込みをお願いいたします。
問　総務省地デジコールセンター
　　☎0570－07－0101

　下北地域の皆様とともに考え、ともに下北地域の健康アップをめざすためにフォーラムを開催します。
＜どんな内容＞　○オープニング：青森県立むつ工業高等学校生と星美幼稚園年長組によるダンス
　　　　　　　　○表彰：親子でつくる下北食材を活用したヘルシーなご飯レシピコンテスト
　　　　　　　　○健康トーク：「下北の未来のために健康を考える」
　　進行　下北地域県民局地域健康福祉部保健総室長　平　紅
　　○青森県知事　三村　申吾　○むつ青年会議所　坂本　大助　氏　○あおぞら組　島　康子　氏
　　○特別講演　　「わたしの健康管理術」～アニメ「サザエさん」がんばりました45年！！」
　　　　　　　　　講師　加藤　みどり　氏（声優・俳優）
＜いつ＞　11月22日（土）　13時15分～15時30分
　　　　　（試食コーナー11時30分～13時　体験・展示コーナー11時30分～16時）
＜どこで＞　下北文化会館
＜参加料＞　無料
＜その他＞　○試食コーナー　○体験・展示コーナー　○ゆるキャラふれあいコーナー　○運動コーナー
　　　　　　○スタンプラリー
問　下北地域県民局地域健康福祉部保健総室（むつ保健所）　☎24－1231

地上デジタル放送難視対策の各種支援が終了します

「平成２６年度下北地域健康アップフォーラム」開催

　東北財務局青森財務事務所では、多重債務相談窓口
を設置しております。相談員が借金の状況等をお伺い
し、必要に応じて、弁護士等の専門機関に引き継ぎを行
います。相談は秘密厳守・無料です。お気軽にご相談く
ださい。
相談専用電話　☎017－774－6488
場所　青森市新町２－４－25青森合同庁舎３階　
　　　青森財務事務所
受付　月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）
　　　８時30分～ 12時、13時～ 16時30分

　健康に関して、保健師が相談に乗ります！！男性、女
性の保健師がお待ちしていますので、お気軽に下記連
絡先までご相談ください。なお、不在の場合もあります
ので、事前にご連絡ください。
問　住民福祉課　保健師
　☎37－2111（内線21・22）

多重債務相談窓口のご案内

健康について悩んでいませんか？
 海峡保養センター 
■営業時間　８時00分～21時00分
� ☎37－4334
＊指定された駐車場に駐車してください。玄関前、
ロータリー付近は駐車禁止となっております。

 養老センター 
■営業時間　９時00分～20時00分
※営業時間が変更になりました。
■今月の休館日
　　４日、11日、18日、25日
� ☎37－2411
＊指定された駐車場に駐車してください。

♨大間温泉♨

身体のこと ココロのこと

生活習慣のこと 病気のこと
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受講日時　26年12月10日（水）
　　　　　～26年12月11日（木）
募集期間　26年10月27日（月）
　　　　　～26年11月18日（火）
受講時間　８時30分～16時30分
受講場所　青森県立むつ高等技術専門校
募集資格　�在職者で酸欠・粉じんに関する基礎知識を

習得したい方
募集人員　10名
受 講 料　3,144円（テキスト代含む）
問　むつ高等技術専門校　☎24－1234

酸欠・粉じん特別教育講習　募集

大間警察署からのお知らせ

◆むつ科学技術館だより◆

社会全体で被害者を支えよう
　11月25日から12月１日まで「犯罪被害者週間」となっています。
１　知っていますか？被害者の抱える苦しみ
　�　加害者の身勝手な行為による凶悪犯罪や無謀な運転等による交通事故が後を絶ちません。それらに巻き込
まれた多くの県民が尊い命を失い、重大な傷害を負っています。また、直接的な被害だけではなく精神的な
被害、経済的な困窮に苦しめられる被害者も多くいます。例えば・・・
　・家族を亡くしたことによる深い悲しみ
　・犯人に襲われた恐怖心を忘れられないために学校や仕事に行けなくなる。
　・治療などで長く病院に通院するため、医療費が高額になる。
　・一家の大黒柱を失い、収入がなくなり、生活ができなくなる。
　�　苦しむ被害者を生まないために、犯罪や交通事故のない、安全で安心して暮らせる青森県の実現をめざし
ましょう。犯罪被害の深刻さや悲惨さ、命の大切さ、被害回復の困難性等について理解し、犯罪を許さない
という意識を持ちましょう。
２　性暴力被害専用相談電話「りんごの花ホットライン」の開設
　�　性暴力の被害で苦しみ、悩んでいる方のために、専用の相談窓口を開設します。一人で苦しまず、お電話
ください。女性相談員が対応します。
　○運用開始日　　平成26年10月１日（水）
　○電話番号　　　☎017－777－8349（やさしく）
　○相談受付時間　火、木、金曜日　10：00～17：00　
　　　　　　　　　月、水曜日　　　10：00～21：00（年末年始及び祝日を除く）
問　青森県警察本部警務部教養課犯罪被害者支援室　☎017－723－4211
　　公益社団法人あおもり被害者支援センター　　　☎017－718－2085
　　大間警察署　犯罪被害者支援係　　　　　　　　☎37－2211

【11月コミュニケーションシアターのご案内】
○10：00～　○15：00～　まんが偉人物語『ヘレンケラー／シートン』（25分）
○12：00～　ＡＣＣＥＳＳ『陸ガメから学ぶ／囲いの丈夫さ』（30分）
＜場所＞コミュニケーションシアター
【11月つくってたいけん工作教室のご案内】
＜開催日＞土曜日・日曜日・祝日に開催します　＜開催時間＞11：00～16：00
『プロペラシューターをつくろう！』
※参加費・予約不要　＜場所＞つくってたいけん工作コーナー
【理科実験・観察のご案内】
＜開催日＞毎週日曜日に開催します。＜開催時間＞①11：00～　②14：00～
＜内容＞①『超低温の世界を調べよう』　②『ドライアイスの不思議を調べよう』
＜場所＞探求コーナー
問　むつ科学技術館　☎25－2091　FAX25－2092　URL　http://www.jmsfmml.or.jp/msm.htm

平成2６年工業統計調査を実施します

工業統計キャラクター・コウちゃん

経済産業省・青森県・大間町

　工業統計調査は我が国の工業の実態を

明らかにすることを目的とした統計法に基づ

く報告義務がある重要な統計です。

　調査結果は中小企業施策や地域振興などの

基礎資料として利活用されます。

調査時点は２６年１２月３１日です。

調査票へのご回答をお願いいたします。
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(�冨岡　大和（大間町）��畠中　愛里（佐井村） (�
山本　　修（大間町）
��関向　咲子（むつ市）

　ご家族のお子さんを
広報に載せてみません
か。
　掲載を希望される方
は、お気軽にお問い合
わせください。

「わが家のめんこ」を募集中

問　企画経営課　☎37－2111（内線53）

印刷所：青森コロニー印刷
HPアドレス http://www.town.ooma.lg.jp

☎(0175)37‒2111
〒039-4601　青森県下北郡大間町大字大間字大間104番地

発行：大間町　編集：企画経営課

広報

ご結婚
おめでとう

お誕生
おめでとう

おくやみ
申し上げます第559号 発行日：2014年11月１日

　徐々に徐々に寒くなってきましたね。最近まで夏だっ
たのに、いつのまにか冬になっていて、時間の流れがと
ても早く感じます。
　10月は発表会・学芸会のシーズンでした。子ども達
の演奏・演技は非常に素晴らしく、時間を忘れて見入っ
てしまいました。
　ちょっと前までは私も見せる側の子どもだったんです
けど、いつのまにか撮る側になってます。時間の流れが
早いです。（２回目）◯村

人 口 男 女 世 帯 数

総数 5,851（－４） 3,011（－３） 2,840（－１） 2,543（－４）

大間 4,524（－６） 2,342（－５） 2,182（－１） 1,991（－５）

奥戸 1,151（＋２） 578（＋２） 573（±０） 479（＋１）

材木 176（±０） 91（±０） 85（±０） 73（±０）

平成26年９月末現在（　）前月比

「戸籍の窓」には大
間町に住民登録をし
ている人の出生、死亡、結婚について記載し
ますが、個人のプライバシーを尊重する意味
で載せてほしくない人は届出の際に係に申し
出てくださることをお願いいたします。

熊谷　理
り

玖
く

（竜二）　　

９月届出分

山崎　公雄　65歳　　　松山　ゑす　86歳
新田　妙子　74歳　　　伊藤　恒弘　73歳
伊藤　六男　64歳

　ママとベビーが集まってワイワイおしゃべり・
お遊びしているサークルです。気軽に遊びに来ま
せんか？もちろん参加無料！
対象者：�0才～保育園／幼稚園入園までのベビー

＆ママ
開催日：�11月４日㈫、11日㈫、19日㈬、25日㈫
場　所：総合開発センター２階和室
時　間：午前10：00～12：00
問　住民福祉課　保健師　
　　☎37－2111（内線21・22）
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